
資料３

貸切バス事業者と旅行業者
との関係について



 



1

検討会における主な意見①
（事後ヒアリングによるものを含む。）

○旅行業者と貸切バス事業者の役割分担
・旅行業者と貸切バス事業者とで、安全面についての責任の分担が
曖昧なのではないか。

・安全に関する規制は本来運送事業者サイドで遵守するべきであり、
旅行業者に責任を転嫁したり義務を課すべきではない。

○貸切バス事業者と旅行業者の取引きについて
・旅行業者と貸切バス事業者は発注者と受注者という関係であること
から、貸切バス事業者は無理な運行や低額な運賃での運送を引き
受けざるをえない場合がある。

・基本的には、貸切バス事業者から提示される見積書等をもとに旅行
業者は使いたい貸切バス事業者を選択しているのであり、必ずしも
旅行業者が一方的に何かを押し付けているということはない。



○事後チェックの徹底
・新たなルール作りも重要だが、どんなに立派な制度でもきちんと関
係者がルールを守らなければ意味がない。

・監査等の事後チェックを抜本的に強化しなければ意味がない。大規
模事業者に運輸安全マネジメント監査に入るよりも、小規模な事業
者を含め、例えば、全事業者の車検証をチェックすることが先決。
今の体制ではより危険なものを見過ごしている。

○参入規制の強化
・規制緩和の結果、参入規制が緩くなっており、法令順守意識が低い
事業者も簡単に参入できる。事後チェックが十分に機能していない
ため、法令が守られない。参入規制の強化を検討するべき。
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検討会における主な意見②
（事後ヒアリングによるものを含む。）



貸切バス事業者と旅行業者の間の安全面の責任分担について
（募集型企画旅行の場合）

【行政】

貸切バス事業者

利

用

者
運送契約（貸切契約）

旅行業務取扱管理者

運行管理者 整備管理者

企画旅行の企画・販売

安全な運行

選任、指導・監督

選任、指導・監督 選任、指導・監督

監督・
立入検査

監督・
監査

企画旅行契約

観光庁
都道府県

国交省

①旅行に関する計画の作成 ②料金の掲示
③旅行業約款の掲示・備置き ④取引条件の説明
⑤書面の交付 ⑥広告

⑦企画旅行の円滑な実施のための措置
⑧旅行に関する苦情の処理 等

（主な業務）
①乗務員の管理（選任、教育、

乗務割、点呼、健康状態の
把握）

②休憩仮眠施設の適切な管理
③運行に関する記録及び保存
④運行指示書の作成 等

（主な業務）
①日常点検の実施方法の決定
②①に基づき運行の可否の決定
③定期点検の実施
④点検・整備の実施計画の決定
⑤点検・整備に関する記録の管理
⑥自動車車庫の管理 等

・旅行契約を締結したときは、遅滞なく旅行者に対しサービス内容等について
表示した書面を交付しなければならない。（旅行業法第12条の５）

・企画旅行に参加する旅行者を募集するときは、実施旅行業者名、旅行の日程、
サービス内容等について表示しなければならない。（同法第12条の７）

・広告するときは、サービス内容等について、著しく事実に相違する表示や実際
のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような表示をしてはならな
い。（同法第12条の８）

旅行業者
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貸切バスの発注側と受注側の状況

①JATA、ANTA
加盟事業者

②団体非加盟
事業者

④（外国から日本への）
インバウンド事業者
（外国法で規制）

【発注側】
日本の旅行業者

（日本の旅行業法で規制）

【受注側】

①日本バス協会
加盟事業者

②高速ツアーバス
連絡協議会
加盟事業者

③団体非加盟
事業者

日本の貸切バス事業者
（日本の道路運送法で規制）

取引

取引
③自治体、学校、一般企業

等

取引
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貸切バスの法令順守に関する
発注側と受注側の関係

発注側の
法令順守レベル

受注側の
法令順守レベル

結果

○高い ○高い
○

（法令が順守される）

○高い ×低い
×

（法令違反のリスク大）

×低い
○高い

（受注を断る）
○

（法令が順守される）

×低い ×低い
×

（法令違反のリスク大）

旅行者や旅客の安全性の確保のためには、取引関係者全体として法令順守
のためのレベルアップ（特にボトムアップ）を図ることが重要ではないか？

◆貸切バスの法令順守の責任は本来的に貸切バス事業者自身の責任。
◆他方で、発注側の姿勢が貸切バス事業者の法令順守に影響する場合も存在。
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貸切バス業界及び旅行業界の連携・協力の概要

【背景】
平成１９年２月に大阪府吹田市で発生した「あずみ野観光バス」による貸切バスの重大事故を踏まえ、平成１９年１０月にとりまとめ

られた「貸切バスに関する安全等対策検討会」報告において、貸切バス業界及び旅行業界が連携・協力して行なう相互理解を深める
ための場の設置等が提言され、同報告で指摘を受けた事項について「貸切バスの安全運行等に関する旅行業協会・バス協会の連携
ワーキンググループ」を設置し検討することとなった。（平成２０年２月１２日設置）

【ワーキンググループメンバー】
日本バス協会・日本旅行業協会・全国旅行業協会の会員事業者の実務経験者から選出

【検討事項】
○ 安全運行パートナーシップ・ガイドラインの作成
○ 貸切バスに係る安全規制、安全に係るコスト等についての相互理解の深度化

「貸切バスに関する安全等対策検討会」報告の主な内容
【問題点】
・ 行程に係る所要時間や連続運転時間等の安全規制等について、旅行業者の理解が不十分。貸切バス事業者側が無理を承知で
契約する場合や、旅行業者が提示する運賃水準が、事業経営上、低すぎる場合がある。
・ 急な運送の申込や運送内容の変更、安全運行が確保できない無理な運送依頼があったような場合における対応が不明確。貸切
バス事業者と旅行業者が協力して対応しなければならない事項など、協働体制についての指針が必要。
・ 貸切バスは、路上での乗降が一般的で、乗降時の安全確保が不十分。
・ 両業界による意見交換が年１回程度行なわれているが、その結果が業界全体に伝わっていない。

【対応策】
・ 両業界が連携して、安全運行パートナーシップ・ガイドライン（仮称）を作成
・ 貸切バス事業者・旅行業者が中心となって、主要地点における乗降場所の確保策を検討
・ 両業界の相互理解等を図るための場の設置
両業界が連携し、無理のない旅行行程の作成、営業区域・運転者の労働時間等の周知、安全に係るコスト等についての理解・周知、
需要拡大策等のテーマについて、作業部会等を設置して具体的に検討
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「貸切バスに関する安全対策検討会」報告の主な内容を踏まえた国土交通省の実施状況

問 題 点 対 応 策 実施状況等

１．運行時の安全の確保について

(1) 交替運転者の配置基準

・交替運転手の配置基準として、時間
による基準が定められているが、
個々の運行において、配置が必要か
どうかわかりにくく、旅行業者にも
説明しにくい。

・国土交通省において、乗務距離に基づく交替運転者の配置基
準のあり方を検討

【H20.6.27 通達を発出】
(H20.9.1施行)

・交替運転者の休息するための座席ま
で販売され、ガイド席で休息せざる
を得ないケースもある。

・国土交通省において、運行中における交替運転者の休息のた
めの座席の確保について検討

【H19.12.14 通達を発出】

(2) 旅客の乗降時における安全の確保

・ツアーバス等については、路上での
乗降が一般的で乗降時の安全確保が
不十分。

・国土交通省において、駐停車禁止場所での乗降禁止について、
貸切バス事業者・旅行業者に徹底

【H19.12.14 通達を発出】

(3) 自動車事故報告書への旅行業者名の記載・旅行業者の責任
の明確化

・貸切バスにおいて、旅行業者の指示
等に起因して事故が発生した場合、
その背景の把握が困難。

・国土交通省において、省令を改正し、自動車事故報告書に旅
行業者名等を記載。これにより、道路運送法上の監査等の他、
旅行業法上の立入検査等の対応ができる環境を整備

【省令を改正】
H20.7.29公布、H20.9.1施行

(4) 監査の強化

・国土交通省において、必要な監査要員の確保に努め、効率的
かつ重点的な監査を実施

継続
【増員】20年度30名

21年度28名
22年度23名
23年度25名予定
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３ 旅行業者への指導・監督の強化

【勧告要旨】
① 旅行業者に対し、貸切バス事業者への発注に当たっての禁止行為、留意点を示す等により、貸切
バスの安全運行に関する法令の遵守への協力を徹底させること。

② 地方運輸局等に対し、貸切バス事業者の法令違反に旅行業者の関与が疑われるかを判断するため
の基準を示すこと。
また、監査等において、貸切バス事業者の法令違反に旅行業者の関与が疑われる場合には、観光

庁への通報を徹底すること。
通報を受けた観光庁は、旅行業者に対して、立入検査等旅行業法に基づく指導等を行い、その結

果を国土交通省に回報すること。
③ 自動車事故報告書への契約相手方名の記載及び旅行計画等の資料の添付を徹底させること。

「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」抜粋

【これまでの対応状況】
① 貸切バス事業者の違反に旅行業者等の関与が疑われる際の取扱いを定めた通達「一般貸切旅客自動車
運送事業者の法令違反への関与が疑われる旅行業者等の関係機関への通知について」（平成20年9月29
日発出）に基づく取扱いの周知徹底を図ることを各地方運輸局等に対し指導

② 貸切バス事業者から提出された自動車事故報告書を受理する際に、①運送契約の相手方、②当時の運
行計画の記載、が記載されているかの確認を徹底し、記載されていない場合は記載をさせるよう事業者にす
ることを各地方運輸局等に対し指導
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該
通

達
に

定
め

る
事

項
に

つ

い
て

遺
漏

な
く

実
施

す
る

こ
と

。

３
．

法
令

遵
守

、
安

全
運

転
の

徹
底

及
び

事
故

の
再

発
防

止
を

図
る

た
め

、
一

般
貸

切
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

者
（

以
下

「
貸

切
バ

ス
事

業
者

」
と

い
う

。
）

に
対

す
る

監
査

時
、

監
査

実
施

後
の

改

善
指

導
時

等
の

機
会

に
お

い
て

、
別

添
２

等
を

配
布

し
、
法

令
遵

守
等

の
指

導
を

実
施

す
る

こ
と

。

４
．

貸
切

バ
ス

事
業

者
に

対
し

、
新

規
許

可
を

取
得

し
た

際
の

指
導

時
、

監
査

実
施

後
の

改
善

指
導

時
、

運
輸

支
局

（
運

輸
監

理
部

を
含

む
。

以
下

「
運

輸
支

局
等

」
と

い
う

。
）

の
輸

送
担

当
窓

口

来
庁

時
等

の
機

会
に

お
い

て
別

添
３

を
配

布
す

る
等

の
方

法
に

よ
り

、
運

輸
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

制
度

の
周

知
徹

底
を

図
る

こ
と

。

５
．

貸
切

バ
ス

事
業

者
に

対
す

る
監

査
時

に
お

い
て

、
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

運
輸

規
則

第
４

７
条

の
７

に
定

め
る

事
項

に
関

す
る

情
報

の
公

表
状

況
を

確
認

し
、

公
表

が
な

さ
れ

て
い

な
い

場
合

に

お
い

て
は

、
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。

６
．

貸
切

バ
ス

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

、
自

動
車

事
故

報
告

規
則

（
昭

和
２

６
年

運
輸

省
令

第
１

０
４

号
。

以
下

「
報

告
規

則
」

と
い

う
。
）

第
３

条
に

基
づ

く
報

告
書

（
以

下
「

事
故

報
告

書
」

と
い

う
。
）

の
受

理
時

に
、

下
記

①
及

び
②

の
記

載
の

有
無

に
つ

い
て

も
確

認
し

、
記

載
さ

れ
て

い
な

い
場

合
に

は
、

記
載

を
徹

底
す

る
こ

と
。

①
運
送

契
約
の
相
手
方

②
当

時
の

運
行

計
画

の
記

載
（

旅
行

計
画

書
の

添
付

が
あ

る
場

合
に

は
、

こ
れ

を
以

て
記

載
と

し
て

も
差

し
支

え
な

い
）

７
．

貸
切

バ
ス

事
業

者
の

法
令

違
反

に
、

旅
行

業
者

又
は

旅
行

業
者

代
理

業
者

の
関

与
が

疑
わ

れ
る

際
の

取
扱

い
は

、
「

一
般

貸
切

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

の
法

令
違

反
へ

の
関

与
が

疑
わ

れ
る

旅

行
業

者
等

の
関

係
機

関
へ

の
通

知
に

つ
い

て
」
（

平
成

２
０

年
９

月
２

９
日

付
け

国
自

安
第

７
１

号
、

国
自

旅
第

２
２

２
号

）
に

よ
り

示
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
運

輸
支

局
等

に
対

し
、

当

該
通

達
に

基
づ

く
取

扱
い

の
周

知
徹

底
を

図
る

こ
と

(
報

告
の

流
れ

に
つ

い
て

は
別

添
４

を
参10



照
)
。

８
．

事
故

報
告

書
の

提
出

期
限

は
報

告
規

則
第

３
条

第
１

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

運
行

管
理

者
講

習
会

等
の

機
会

に
お

い
て

、
貸

切
バ

ス
事

業
者

に
対

し
そ

の
期

限
内

の
提

出
の

周
知

徹
底

を

図
る

こ
と

。

な
お

、
貸

切
バ

ス
事

業
者

に
対

す
る

監
査

時
に

お
い

て
報

告
書

が
提

出
さ

れ
て

い
な

い
場

合
に

は
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。
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通達「一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反への関与が疑われる旅行業者等の
関係機関への通知について」（平成２０年９月２９日発出）の概要

・運送申込書等で改善基準告示違反を確認できた場合
・発地から着地までの距離及びあらかじめ指定された出発・到着時刻を厳守しようとすると、必然的に最高速度違反をせざるを得ない

ような設定を運送申込書等で確認できた場合

自動車交通局安全政策課
・ 旅行業者等の氏名又は名称、住所及び登録番号
・ 貸切バス事業者の氏名又は名称、住所、営業所の名称及び住所
・ 事故報告書の提出があったものは事故概要
・ 法令違反の概要

要請を行う旅行会社の所管運輸局
・沖縄総合事務局観光担当課 都 道 府 県

第１種旅行業者 ２・３種旅行業者

観 光 事 業 課
・通知
・対応結果報告

立入検査等の対応

・通知
・対応結果報告

旅行業者等の関与が疑われる場合

自動車事故報告
重大事故を引き起こした場合（貸切バス事業者が事故の第一当
事者と推定された場合に限る）

監 査
対象となる事案に係る行政処分等を行った場合

地 方 運 輸 局 等

通知・回報

報告

・ 改善基準告示違反 ・ 事業用自動車の運転者の最高速度違反

対 象 と な る 違 法 行 為
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貸切バス事業者の安全性評価・認定制度貸切バス事業者の安全性評価・認定制度貸切バス事業者の安全性評価・認定制度

１．経緯

２．制度の概要

平成１９年２月に大阪府吹田市で発生した貸切バスの重大事故を契機に、同年６月に「貸切バスに関する安全等対策検討会」を設置。同年１０月に
とりまとめられた報告書において、下記の問題点と対応策が提言される。

３．効果

【問題点】
・安全等に対する取組を、どの貸切バス事業者が適切に行っているか利用者から見た場合に不明
・旅行会社との取引においては、貸切バス事業者の安全性等の質よりも運賃の高低が優先される場合がある

【対応】
・貸切バス事業者を選択できる仕組みの構築（事業者評価の実施）

平成２０年９月に「貸切バス事業者の安全性等評価・認定制度検討委員会」を設置。平成２１年３月に報告書とりまとめ。

（１）制度の位置付け：事業者の申請に基づき行う任意の制度
（２）評価・認定基準

・ 評価単位は、法人を単位
・ 評価項目は、安全性に係る項目（環境やサービス面の取組状況については、公表する際に、「アピール欄」等に記載）
① 安全性に対する取組状況（法令遵守事項よりも高いレベル）
② 事故及び行政処分の状況
③ 運輸安全マネジメント取組状況

・ 認定種別は、多段階評価 （例）合計点数が６０点以上で「一つ星（☆）」、８０点以上で「二つ星（☆☆）」
（３）評価・認定のための手数料は、有料
（４）その他
・ 実施主体は、一定期間ごとに、評価・認定の実施状況について国へ報告（申請事業者名、認定結果等）
・ 実施主体は、（社）日本バス協会
・ 平成２２年中に実施主体を中心として制度の詳細設計を行い、平成２３年度中に実施する予定

・旅行会社や利用者が優良な貸切バス事業者を選択できるようになる
・貸切バス事業者の質の向上
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●認定種別（多段階評価の内容）
・ 初申請 合計点数が６０点以上で「一つ星」

（８０点以上でも全て「一つ星」からスタート）
・ 更新１回 ６０～７９点で「一つ星」、８０点以上で「二つ星」
・ 更新２回 更新１回以降継続して８０点以上は「三つ星」

●評価・認定体制（案）
「一つ星」 書類審査を基本。訪問審査をすることで検討
「二つ星」 訪問審査を実施
「三つ星」 マスター訪問員(※)による訪問審査を実施

※マスター訪問員‥(社)日本バス協会職員あるいは別途指名する者

●今後のスケジュール(案) 
平成２３年１月下旬～２月下旬 貸切バス事業者への説明会（バス協会・ブロックバス協会）

２月下旬～４月下旬 募集案内書等公表、事業者からの相談受付
４月上旬～４月下旬 評価・認定申請受付
４月上旬～９月下旬 旅行業協会、利用者への広報
５月上旬～ 審査開始
７月上旬～８月下旬 認定委員会（２回程度）
８月～ 認定事業者の公表

日本バス協会の「貸切バス事業者の安全性評価・認定制度における詳細設計検討委員会」
における検討状況

●詳細設計検討委員会開催状況等
・ 平成２１年５月 (社)日本バス協会が実施主体となる

１１月 (社)日本バス協会に「貸切バス事業者の安全性評価・認定制度における詳細設計検討委員会」を設置
第１回：平成２１年１１月、第２回：平成２２年３月、 第３回平成２２年６月、
第４回：平成２２年９月、 第５回：平成２２年１２月（最終）

初申請 更新１回 更新２回

60点
以上

☆
60～
79点

☆
60～
79点

☆

80点
以上

☆☆
80点
以上

☆☆

80点
以上

☆☆☆
（更新は２年に１回）
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論点整理に当たっての視点（叩き台）

15

• 法令順守の徹底

– 事前チェック・事後チェックの総合的な強化の検討 等

• 旅行業者と貸切バス事業者の相互理解の促進

– 各種ガイドラインの整備と普及

– 法制度や各種ガイドライン等の旅行業関連の研修内容
等への反映 等



 




